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P4 下水道の受益者負担金（分担金）について
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下
水
道
の
受
益
者
負
担
金（
分
担
金
）に
つ
い
て

　生
活
排
水
の
処
理
は
、
一
般
的
に
公
共
下
水
道
・
農
業
集
落

排
水
・
コ
ミ
ュニ
ティ
ー
プ
ラ
ン
ト
・
合
併
浄
化
槽
な
ど
の
処
理
方

法
が
あ
り
、
お
使
い
の
み
な
さ
ま
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
処
理
方
法
に

よ
り
加
入
金
・
負
担
金
・
購
入
費
等
の
負
担
が
発
生
し
ま
す
。

　こ
の
中
で
、
公
共
下
水
道
の
建
設
に
か
か
る
の
が
受
益
者
負

担
金
（
分
担
金
）
で
す
。

　公
共
下
水
道
の
建
設
に
は
、
膨
大
な
費
用
と
長
い
年
月
が
か

か
り
ま
す
。
そ
し
て
、
利
用
で
き
る
の
は
、
公
共
下
水
道
が
整

備
さ
れ
た
区
域
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
を
道
路
や
公
園
の

よ
う
な
一
般
の
公
共
施
設
と
同
じ
よ
う
に
、
す
べ
て
を
税
金
で
ま

か
な
う
と
不
公
平
が
生
じ
て
し
ま
い
ま
す
。

　そ
の
た
め
、
公
共
下
水
道
を
整
備
し
た
区
域
に
土
地
を
所
有

し
て
い
る
み
な
さ
ま
に
、
受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）
制
度
に

よ
り
、
建
設
費
の
一
部
を
ご
負
担
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　こ
の
受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）
制
度
は
、
都
市
計
画
法

及
び
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
制
度
と
な
り
ま
す
。

　対
象
と
な
る
の
は
、
取
手
市
と
つ
く
ば
み
ら
い
市
（
伊
奈
地

区
）
の
公
共
下
水
道
事
業
計
画
区
域
す
べ
て
の
土
地
で
す
。

　公
共
下
水
道
事
業
計
画
区
域
の
う
ち
前
面
道
路
に
公
共
下
水
道

が
整
備
さ
れ
、
下
水
処
理
場
で
汚
水
を
処
理
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
区
域
に
発
生
し
ま
す
。

　
令
和
４
年
度
に
対
象
と
な
る
の
は
、
前

ペ
ー
ジ
に
あ
る
整
備
予
定
箇
所
等
で
令
和

３
年
度
中
に
整
備
さ
れ
た
区
域
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

　（
整
備
の
進
捗
状
況
に
よ
り
、
受
益
者
負

担
金
（
分
担
金
）
の
発
生
時
期
が
前
後
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。）

　
そ
の
年
度
の
対
象
と
な
っ
た
土
地
を
所
有
さ
れ
て
い
る
方
へ
、

４
月
１
日
に
受
益
者
申
告
書
を
発
送
い
た
し
ま
す
。

　受
益
者
負
担
金（
分
担
金
）は
、
土
地
に
対
し
て
賦
課
し
て
お
り
、

一
度
限
り
の
も
の
で
す
。

　ま
た
、
対
象
と
な
る
土
地
は
、
公
共
汚
水
ま
す
の
設
置
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
一
律
に
賦
課
と
な
り
ま
す
。

　受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）

の
納
付
方
法
は
、
一
括
払
い 

ま
た
は 

分
割
払
い
を
お
選
び

い
た
だ
け
ま
す
。

　ま
た
、
申
請
に
よ
り
、
要

件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
支

払
い
の
猶
予
や
減
免
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

　詳
し
く
は
、
当
組
合
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
ご
希
望
の
方
に
は

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
お
送
り
い

た
し
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

受
益
者
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
土
地
の
所
有
者
で
す
。

　た
だ
し
、
そ
の
土
地
を
借
り
家
を
建
て
て
い
る
場
合
に
は
、
そ

の
地
上
権
者
や
借
地
権
者
と
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

公共下水道の建設費を
３者で負担しています

国

組合 受益者

●
受
益
者
負
担
金（
分
担
金
）が
発
生
す
る
の
は
いつ
？

●
受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）
の
金
額
や
納
付
方

　法
は
？

●
受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）
を
納
め
て
い
た
だ
く

　方
は
？

165.28㎡×500円
（約50坪） ＝82,640円
 ≒82,600円
　　　　　  （100円未満切捨）

負
担
し
て
い
た
だ
く
金
額
は
、

土
地
の
面
積
１
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り

５
０
０
円
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

経
営
課 

℡ 

０
２
９
７
‐
７
４
‐
４
１
２
７

例えば 約50坪の土地の場合、平方メートルにすると
165.28㎡です。そこに500円を掛けて82,640円と算出し、
100円未満を切り捨てした82,600円が総額となります。

（例）

３者で公共下水道を
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令和3年8月発行 （3） 令和3年8月発行（2）

令
和
３
年
度
下
水
道
ふ
れ
あ
い
フ
ェ
ア
及
び
下
水
道
作
品

コ
ン
ク
ー
ル
の
開
催
中
止
に
つ
い
て

　取
手
地
方
広
域
下
水
道
組
合
が
主
催
す
る
下
水
道
ふ
れ
あ
い
フ
ェ
ア

及
び
下
水
道
作
品
コ
ン
ク
ー
ル
の
開
催
に
つ
き
ま
し
て
は
、
昨
年
同
様

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
、

ま
ん
延
防
止
の
た
め
、
中
止
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　何
卒
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
３
年
度
整
備
予
定
箇
所
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

取
手
市
（
藤
代
地
区
）

つ
く
ば
み
ら
い
市
（
伊
奈
地
区
）

つ
く
ば
み
ら
い
市
（
伊
奈
地
区
）

資本的収支（税込）
～下水道施設を造るためのお金～

収益的収支（税込）
～使った水をきれいにするためのお金～

≪収入≫
43億8,284万円

≪支出≫
42億8,259万円

≪収入＋補てん財源≫
35億7,531万円

≪支出≫
35億7,531万円

受益者負担金・
分担金等
7,070万円

取手市・つくばみらい市
からの繰入金
4億2,056万円

国・県からの
補助金
5億7,677万円

借入金
9億9,340万円

補てん財源
15億1,388万円

借入金の返済
16億743万円下水道施設の

建設費等
19億6,788万円

長期前受金戻入
（減価償却に対応して
　　　発生する収益）
　12億9,564万円

取手市・つくばみらい市
からの繰入金等
18億1,883万円

下水道使用料
12億6,837万円

下水道施設の
維持管理費等
12億8,277万円

減価償却費
（下水道施設の使用による価値の
減少分を費用化したもの）
26億843万円

借入金の利息
3億9,139万円

令
和
３
年
度
予
算
を
公
表
し
ま
す

詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

発
見
！
わ
た
し
の
見
つ
け
た
マ
ン
ホ
ー
ル

　下
水
道
事
業
に
親
し
み
と
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、
み
な

さ
ま
が
暮
ら
し
の
中
で
発
見
し
た
マン
ホ
ー
ル
写
真
の
募
集
を
行
い
ま
し
た
。
ご

応
募
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　写
真
は
随
時
受
付
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

　詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

表
紙
写
真
の
説
明

　表
紙
の
写
真
は
、
水
処
理
施
設
で
汚
水
か
ら
取
り
除
い
た
汚
れ
を
、
汚
泥
処

理
施
設
に
送
る
配
管
の
写
真
で
す
。

　下
水
処
理
場
の
地
下
に
は
表
紙
の
ほ
か
、
左
の
写
真
の
よ
う
に
、
無
数
の
配

管
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
知
ら
せ

議
決
結
果
を
報
告
し
ま
す

さ
く
ら
と
マン
ホ
ー
ル

いっ
て
ら
っ
し
ゃ
い

毎
日
と
お
る
道

2

4

3

1

5
6 ご迷惑をおかけしております

汚れた水を集める管を
埋設しています
令和〇年〇月〇日まで
時間帯〇:〇〇～〇:〇〇

〇〇国補第〇〇‐〇〇〇号枝線工事

発注者　取手地方広域下水道組合
　　　　電話 〇〇〇〇‐〇〇‐〇〇〇〇
施工者　株式会社 〇〇〇〇
　　　　電話 〇〇〇〇‐〇〇‐〇〇〇〇

取
手
市
（
取
手
地
区
）

１ 

戸
頭
・
上
高
井
・
下
高
井
・
米
ノ
井
地
区

２ 

米
ノ
井
・
野
々
井
地
区

３ 

野
々
井
・
ゆ
め
み
野
一
丁
目
地
区

４ 

新
取
手
一
・
二
丁
目
地
区

５ 

新
取
手
二
丁
目
地
区

６ 

新
取
手
一
・
四
丁
目
地
区

７ 

新
取
手
一
丁
目
地
区

８ 

寺
田
地
区

９ 

中
原
町
地
区

10 

白
山
三
・
四
丁
目
地
区

取
手
市
（
取
手
地
区
）

●
こ
の
整
備
箇
所
図
は
、
新
た
に
汚
水
管
の
整
備
を
予
定
し
て

い
る
箇
所
図
で
す
。

　ま
た
、
番
号
は
整
備
の
順
番
を
表
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
整
備
箇
所
は
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　問
い
合
わ
せ
先

　整
備
課

　０
２
９
７‐

７
４‐

４
１
８
０

１ 

椚
木
地
区

２ 

小
浮
気
地
区

３ 

双
葉
一
・
二
丁
目
地
区

取
手
市
（
藤
代
地
区
）

１ 

山
王
新
田
・
下
平
柳
地
区

２ 

谷
井
田
地
区

３ 

市
野
深
地
区

４･

５･

６ 

板
橋
地
区

1

3

2

議　

案 
第
５
号

議　

案 

第
４
号

議　

案 

第
３
号

議　

案 

第
２
号

議　

案 

第
１
号

議
案
番
号

第
1
回
定
例
会
（
２
月
17
日
招
集
）

令
和
3
年
度
取
手
地
方
広
域
下
水
道
組
合

下
水
道
事
業
会
計
予
算

令
和
2
年
度
取
手
地
方
広
域
下
水
道
組
合

下
水
道
事
業
補
正
予
算
（
第
2
号
）

取
手
地
方
広
域
下
水
道
組
合
下
水
道
事
業
受
益

者
負
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

取
手
地
方
広
域
下
水
道
組
合
特
別
職
の
職
員
の

報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

取
手
地
方
広
域
下
水
道
組
合
事
業
運
営
審
議
会

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

提
出
議
案

可
決

可
決

可
決

可
決

可
決

議
決
結
果
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令
和
３
年
度
下
水
道
ふ
れ
あ
い
フ
ェ
ア
及
び
下
水
道
作
品

コ
ン
ク
ー
ル
の
開
催
中
止
に
つ
い
て

　取
手
地
方
広
域
下
水
道
組
合
が
主
催
す
る
下
水
道
ふ
れ
あ
い
フ
ェ
ア

及
び
下
水
道
作
品
コ
ン
ク
ー
ル
の
開
催
に
つ
き
ま
し
て
は
、
昨
年
同
様

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
、

ま
ん
延
防
止
の
た
め
、
中
止
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　何
卒
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
３
年
度
整
備
予
定
箇
所
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

取
手
市
（
藤
代
地
区
）

つ
く
ば
み
ら
い
市
（
伊
奈
地
区
）

つ
く
ば
み
ら
い
市
（
伊
奈
地
区
）

資本的収支（税込）
～下水道施設を造るためのお金～

収益的収支（税込）
～使った水をきれいにするためのお金～

≪収入≫
43億8,284万円

≪支出≫
42億8,259万円

≪収入＋補てん財源≫
35億7,531万円

≪支出≫
35億7,531万円

受益者負担金・
分担金等
7,070万円

取手市・つくばみらい市
からの繰入金
4億2,056万円

国・県からの
補助金
5億7,677万円

借入金
9億9,340万円

補てん財源
15億1,388万円

借入金の返済
16億743万円下水道施設の

建設費等
19億6,788万円

長期前受金戻入
（減価償却に対応して
　　　発生する収益）
　12億9,564万円

取手市・つくばみらい市
からの繰入金等
18億1,883万円

下水道使用料
12億6,837万円

下水道施設の
維持管理費等
12億8,277万円

減価償却費
（下水道施設の使用による価値の
減少分を費用化したもの）
26億843万円

借入金の利息
3億9,139万円

令
和
３
年
度
予
算
を
公
表
し
ま
す

詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

発
見
！
わ
た
し
の
見
つ
け
た
マ
ン
ホ
ー
ル

　下
水
道
事
業
に
親
し
み
と
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、
み
な

さ
ま
が
暮
ら
し
の
中
で
発
見
し
た
マン
ホ
ー
ル
写
真
の
募
集
を
行
い
ま
し
た
。
ご

応
募
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　写
真
は
随
時
受
付
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

　詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

表
紙
写
真
の
説
明

　表
紙
の
写
真
は
、
水
処
理
施
設
で
汚
水
か
ら
取
り
除
い
た
汚
れ
を
、
汚
泥
処

理
施
設
に
送
る
配
管
の
写
真
で
す
。

　下
水
処
理
場
の
地
下
に
は
表
紙
の
ほ
か
、
左
の
写
真
の
よ
う
に
、
無
数
の
配

管
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
知
ら
せ

議
決
結
果
を
報
告
し
ま
す

さ
く
ら
と
マン
ホ
ー
ル

いっ
て
ら
っ
し
ゃ
い

毎
日
と
お
る
道

2

4

3

1

5
6 ご迷惑をおかけしております

汚れた水を集める管を
埋設しています
令和〇年〇月〇日まで
時間帯〇:〇〇～〇:〇〇

〇〇国補第〇〇‐〇〇〇号枝線工事

発注者　取手地方広域下水道組合
　　　　電話 〇〇〇〇‐〇〇‐〇〇〇〇
施工者　株式会社 〇〇〇〇
　　　　電話 〇〇〇〇‐〇〇‐〇〇〇〇

取
手
市
（
取
手
地
区
）

１ 

戸
頭
・
上
高
井
・
下
高
井
・
米
ノ
井
地
区

２ 

米
ノ
井
・
野
々
井
地
区

３ 

野
々
井
・
ゆ
め
み
野
一
丁
目
地
区

４ 

新
取
手
一
・
二
丁
目
地
区

５ 

新
取
手
二
丁
目
地
区

６ 

新
取
手
一
・
四
丁
目
地
区

７ 

新
取
手
一
丁
目
地
区

８ 

寺
田
地
区

９ 

中
原
町
地
区

10 

白
山
三
・
四
丁
目
地
区

取
手
市
（
取
手
地
区
）

●
こ
の
整
備
箇
所
図
は
、
新
た
に
汚
水
管
の
整
備
を
予
定
し
て

い
る
箇
所
図
で
す
。

　ま
た
、
番
号
は
整
備
の
順
番
を
表
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
整
備
箇
所
は
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　問
い
合
わ
せ
先

　整
備
課

　０
２
９
７‐

７
４‐

４
１
８
０

１ 

椚
木
地
区

２ 

小
浮
気
地
区

３ 

双
葉
一
・
二
丁
目
地
区

取
手
市
（
藤
代
地
区
）

１ 

山
王
新
田
・
下
平
柳
地
区

２ 

谷
井
田
地
区

３ 

市
野
深
地
区

４･

５･

６ 

板
橋
地
区

1

3

2



【表紙】県南クリーンセンター内
　　　  （次頁説明参照）

取手地方広域下水道組合
〒302-8558  茨城県取手市小文間１７３番地
TEL 0297-74-4125（代表）  　http://www.ｔ-gesui.hs.plala.or.jp
管理者（取手市長）：藤井 信吾　副管理者（つくばみらい市長）：小田川 浩

P2 令和３年度予算を公表します
 議決結果を報告します
 表紙写真の説明
 発見！ わたしの見つけたマンホール
 お知らせ

P3 令和３年度整備予定箇所をお知らせします

P4 下水道の受益者負担金（分担金）について

│もくじ│
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（4）

下
水
道
の
受
益
者
負
担
金（
分
担
金
）に
つ
い
て

　生
活
排
水
の
処
理
は
、
一
般
的
に
公
共
下
水
道
・
農
業
集
落

排
水
・
コ
ミ
ュニ
ティ
ー
プ
ラ
ン
ト
・
合
併
浄
化
槽
な
ど
の
処
理
方

法
が
あ
り
、
お
使
い
の
み
な
さ
ま
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
処
理
方
法
に

よ
り
加
入
金
・
負
担
金
・
購
入
費
等
の
負
担
が
発
生
し
ま
す
。

　こ
の
中
で
、
公
共
下
水
道
の
建
設
に
か
か
る
の
が
受
益
者
負

担
金
（
分
担
金
）
で
す
。

　公
共
下
水
道
の
建
設
に
は
、
膨
大
な
費
用
と
長
い
年
月
が
か

か
り
ま
す
。
そ
し
て
、
利
用
で
き
る
の
は
、
公
共
下
水
道
が
整

備
さ
れ
た
区
域
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
を
道
路
や
公
園
の

よ
う
な
一
般
の
公
共
施
設
と
同
じ
よ
う
に
、
す
べ
て
を
税
金
で
ま

か
な
う
と
不
公
平
が
生
じ
て
し
ま
い
ま
す
。

　そ
の
た
め
、
公
共
下
水
道
を
整
備
し
た
区
域
に
土
地
を
所
有

し
て
い
る
み
な
さ
ま
に
、
受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）
制
度
に

よ
り
、
建
設
費
の
一
部
を
ご
負
担
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　こ
の
受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）
制
度
は
、
都
市
計
画
法

及
び
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
制
度
と
な
り
ま
す
。

　対
象
と
な
る
の
は
、
取
手
市
と
つ
く
ば
み
ら
い
市
（
伊
奈
地

区
）
の
公
共
下
水
道
事
業
計
画
区
域
す
べ
て
の
土
地
で
す
。

　公
共
下
水
道
事
業
計
画
区
域
の
う
ち
前
面
道
路
に
公
共
下
水
道

が
整
備
さ
れ
、
下
水
処
理
場
で
汚
水
を
処
理
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
区
域
に
発
生
し
ま
す
。

　
令
和
４
年
度
に
対
象
と
な
る
の
は
、
前

ペ
ー
ジ
に
あ
る
整
備
予
定
箇
所
等
で
令
和

３
年
度
中
に
整
備
さ
れ
た
区
域
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

　（
整
備
の
進
捗
状
況
に
よ
り
、
受
益
者
負

担
金
（
分
担
金
）
の
発
生
時
期
が
前
後
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。）

　
そ
の
年
度
の
対
象
と
な
っ
た
土
地
を
所
有
さ
れ
て
い
る
方
へ
、

４
月
１
日
に
受
益
者
申
告
書
を
発
送
い
た
し
ま
す
。

　受
益
者
負
担
金（
分
担
金
）は
、
土
地
に
対
し
て
賦
課
し
て
お
り
、

一
度
限
り
の
も
の
で
す
。

　ま
た
、
対
象
と
な
る
土
地
は
、
公
共
汚
水
ま
す
の
設
置
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
一
律
に
賦
課
と
な
り
ま
す
。

　受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）

の
納
付
方
法
は
、
一
括
払
い 

ま
た
は 

分
割
払
い
を
お
選
び

い
た
だ
け
ま
す
。

　ま
た
、
申
請
に
よ
り
、
要

件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
支

払
い
の
猶
予
や
減
免
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

　詳
し
く
は
、
当
組
合
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
ご
希
望
の
方
に
は

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
お
送
り
い

た
し
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

受
益
者
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
土
地
の
所
有
者
で
す
。

　た
だ
し
、
そ
の
土
地
を
借
り
家
を
建
て
て
い
る
場
合
に
は
、
そ

の
地
上
権
者
や
借
地
権
者
と
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

公共下水道の建設費を
３者で負担しています

国

組合 受益者

●
受
益
者
負
担
金（
分
担
金
）が
発
生
す
る
の
は
いつ
？

●
受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）
の
金
額
や
納
付
方

　法
は
？

●
受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）
を
納
め
て
い
た
だ
く

　方
は
？

165.28㎡×500円
（約50坪） ＝82,640円
 ≒82,600円
　　　　　  （100円未満切捨）

負
担
し
て
い
た
だ
く
金
額
は
、

土
地
の
面
積
１
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り

５
０
０
円
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

経
営
課 

℡ 

０
２
９
７
‐
７
４
‐
４
１
２
７

例えば 約50坪の土地の場合、平方メートルにすると
165.28㎡です。そこに500円を掛けて82,640円と算出し、
100円未満を切り捨てした82,600円が総額となります。

（例）

３者で公共下水道を


